
議案第８６号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  文化会館耐震改修他（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市朝日町８番１号 

３ 請 負 金 額  一金 ４８６,０９０,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ４４,１９０,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  （1）耐震改修工事 一式 

（2）内装改修工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方  島田工務店・髙橋建設・朝見工務店共同企業体 

          代表者 宇部市小松原町二丁目４番１８号 

              株式会社島田工務店 

               代表取締役  島  田  政  明 

              宇部市松山町一丁目７番２７号 

              髙橋建設株式会社 

               代表取締役  髙  橋  朋  宏 

              宇部市島一丁目８番２６号 

株式会社朝見工務店 

代表取締役  朝  見  俊  夫  
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議案第８６、８７、８８号参考図 

 

         

 
凡 例 

 工事箇所 

配 置 図  S=1/1200 
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議案第８７号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  文化会館耐震改修他（電気設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市朝日町８番１号 

３ 請 負 金 額  一金 ３５１,２８５,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ３１,９３５,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  （1）照明設備改修工事 一式 

（2）受変電設備改修工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方  前村電気工事・鶴谷秀電社共同企業体 

          代表者 宇部市神原町二丁目８番５１号 

              前村電気工事株式会社 

               代表取締役  前  村  隆  文 

宇部市東琴芝一丁目１番４６号 

              株式会社鶴谷秀電社 

               代表取締役  鶴  谷  孝  二 

 

41



議案第８８号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年９月３日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  文化会館耐震改修他（機械設備）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市朝日町８番１号 

３ 請 負 金 額  一金 ２５２,５６０,０００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 ２２,９６０,０００円） 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

５ 工 事 の 概 要  空調設備改修工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方  富士管工・プラマー工業共同企業体 

          代表者 宇部市文京町６番３３号 

              富士管工株式会社 

               代表取締役  柴  田  泰  広 

              宇部市岬町三丁目６番３７号 

有限会社プラマー工業 

               代表取締役  篠  原  正  博 
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授乳

議案８６号、８７号、８８号 工事請負契約締結の件 文化会館耐震改修他（建築主体、電気設備、機械設備）工事

■工事概要

【建築主体】
・耐震改修工事

①耐震壁設置＜１、２階＞
②特定天井改修＜３階文化ホール＞

・内装改修工事
①間取り改修＜１、２階＞
②座席更新＜３階文化ホール＞
③トイレの改修＜各階＞
④収蔵庫改修＜１階＞

・その他工事
①建具（サッシ）改修＜全館＞

【電気設備】
・照明設備改修工事

①照明LED化改修＜全館＞
②舞台照明設備改修＜３階文化ホール＞

・受変電設備改修工事
①受変電設備改修＜１、２階空調室＞
②非常用発電設備取替＜１階＞

・その他工事
①ヒアリングループ設置＜３階文化ホール＞

【機械設備】
・空調設備改修工事

①空調設備・換気設備改修＜全館＞
・その他工事

①トイレ改修＜各階洋式化＞
②給水設備改修＜方式変更＞

【凡例】

･･･耐震壁新設箇所 ２ヵ所

･･･耐震壁増打ち箇所 ５ヵ所

･･･間取り全面改修

･･･間取り部分改修

･･･トイレ改修

･･･設備改修（電気・機械）
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議案８６号、８７号、８８号 工事請負契約締結の件 文化会館耐震改修他（建築主体、電気設備、機械設備）工事

【凡例】

･･･耐震壁増打ち ２ヵ所

･･･間取り部分改修

･･･トイレ改修

･･･設備改修（電気・機械）
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議案８６号、８７号、８８号 工事請負契約締結の件 文化会館耐震改修他（建築主体、電気設備、機械設備）工事

【凡例】

･･･間取り部分改修

･･･トイレ改修

･･･文化ホール改修

● 特定天井改修

● 座席更新

● 舞台照明設備改修

● ヒアリングループ設置

（一般座席 30席、車いす 3席）
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議
案
第
七
十
七
号 

 
宇
部
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
及
び
職
員
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る 

 
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
及
び
職
員
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
六
年
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
九
月
三
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
」
を
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一

号
イ
」
に
、
「
次
条
第
二
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
職
員
に
係
る
基
準
及
び
員
数
」
を
「
職
員
及
び
そ
の
員
数
（
運
営
協
議
会

が
第
一
号
被
保
険
者
の
数
及
び
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
勤
務
延
時
間
数
を
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
員
数
を

常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

の
表
中
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
、
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第

一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
営
協
議
会
が
セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
と
認 

め
る
と
き
は
、
複
数
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
を
一
の
区
域
と
し
て
、
当
該
区
域
内
の
第 

一
号
被
保
険
者
の
数
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
三
千
人
以
上
六
千
人
未
満
ご
と
に
同
項
各
号
に
掲 

げ
る
常
勤
の
職
員
の
員
数
を
当
該
複
数
の
セ
ン
タ
ー
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
域
内 

の
一
の
セ
ン
タ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
に
置
く
べ
き
常
勤
の
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
同
項
各
号
に
掲

げ
る
者
の
う
ち
か
ら
二
人
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要

の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 
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こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
基
本
方
針
） 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

 

第
三
条 

 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年

厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
の
六

十
六
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お

い
て
「
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
踏

ま
え
て
、
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
な
運
営
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年

厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
の
六

十
六
第
一
号
イ 

 

に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
以
下
第
二
項
に
お

い
て
「
運
営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
踏

ま
え
て
、
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
な
運
営
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
配
置
の
基
準
） 

（
職
員
の
配
置
の
基
準
） 

第
四
条 

一
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
に
お
け

る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね
三
千
人
以

上
六
千
人
未
満
ご
と
に
置
く
べ
き
専
ら
そ
の
職
務

に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
に
係
る
基
準
及
び
員
数

営
協
議
会
が
第
一
号
被
保
険
者
の
数
及
び
セ
ン
タ

ー
の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
当
該
セ
ン
タ
ー

の
職
員
の
勤
務
延
時
間
数
を
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
員
数

を
常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い

う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お
い
て

は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
四
条 

一
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
に
お
け

る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
が
お
お
む
ね
三
千
人
以

上
六
千
人
未
満
ご
と
に
置
く
べ
き
専
ら
そ
の
職
務

に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
及
び
そ
の
員
数
（
運
営

協
議
会
が
第
一
号
被
保
険
者
の
数
及
び
セ
ン
タ
ー

の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
当
該
セ
ン
タ
ー
の

職
員
の
勤
務
延
時
間
数
を
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
員
数
を

常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。
）

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
営
協
議
会
が

セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
複
数
の
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
区
域
を

一
の
区
域
と
し
て
、
当
該
区
域
内
の
第
一
号
被
保

険
者
の
数
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
三
千
人
以
上
六

千
人
未
満
ご
と
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
常
勤
の
職

員
の
員
数
を
当
該
複
数
の
セ
ン
タ
ー
に
配
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン
タ
ー
が

そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
基
準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
内
の
一
の
セ
ン

タ
ー
に
置
く
べ
き
常
勤
の
職
員
及
び
そ
の
員
数

は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
二
人
と

す
る
。 

２ 

前
項 

 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
理
的
条
件

そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
特
定
の
日
常
生
活
圏

域
に
一
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
運
営
協
議
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
セ
ン
タ
ー
の
人
員
配
置
基
準
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
す
る
区
域
に
お
け
る
第
一

号
被
保
険
者
の
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
理
的
条
件

そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
特
定
の
日
常
生
活
圏

域
に
一
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
運
営
協
議
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
セ
ン
タ
ー
の
人
員
配
置
基
準
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
す
る
区
域
に
お
け
る
第
一

号
被
保
険
者
の
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

担
当
す
る
区
域
に

お
け
る
第
一
号
被

保
険
者
の
数 

人
員
配
置
基
準 

お
お
む
ね
千
人
未

満 

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

一
人
又
は
二
人 

お
お
む
ね
千
人
以

上
二
千
人
未
満 

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

二
人
（
う
ち
一
人
は
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職

員
と
す
る
。
） 

お
お
む
ね
二
千
人

以
上
三
千
人
未
満 

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
前
項
第
一
号 

 

に
掲

げ
る
者
一
人
及
び
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
同

項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
一
人 

 

担
当
す
る
区
域
に

お
け
る
第
一
号
被

保
険
者
の
数 

人
員
配
置
基
準 

お
お
む
ね
千
人
未

満 

第
一
項
各
号
か
ら
第
三
ｄ
ｄ

号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

一
人
又
は
二
人 

お
お
む
ね
千
人
以

上
二
千
人
未
満 

第
一
項
各
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら

二
人
（
う
ち
一
人
は
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職

員
と
す
る
。
） 

お
お
む
ね
二
千
人

以
上
三
千
人
未
満 

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
者
一
人
及
び
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
同

項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
一
人 
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議案第７７号 

宇部市地域包括支援センターの運営及び職員に関する基準を定める条例中

一部改正の件 

 

 

１ 目的 

   介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）の一部改正に伴い、所要の 

整備を行うもの 

 

２ 概要 

 （１）主な改正内容 

    地域包括支援センターの職員配置基準について、これまで担当区域の第１号

被保険者おおむね 3,000 人以上 6,000 人未満ごとに「保健師、社会福祉士、主

任介護支援専門員」を専従・常勤の職員としてそれぞれ１人配置する必要があっ

たが、地域包括支援センター運営協議会が必要と認めた場合は、次の配置基準

とすることができる。 

 

   ①常勤換算方法により配置基準を満たすことを可とする。 

   ※常勤換算方法 

非常勤職員の勤務時間延時間数を常勤の職員が勤務すべき時間数で割った

もの 

   例） 常勤１名   ＝  非常勤２名（非常勤職員 A＋非常勤職員 B） 

     4 週 160 時間             4 週 96 時間   4 週 64 時間 

 

   ②１つの地域包括支援センターで必要人数を配置できない場合は、複数の地域 

包括支援センターで合算して必要人数を配置することを可とする。 

 

 （２）介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号ロ（２）に規定されていた地域包括

支援センター運営協議会の定義規定が同号イに移り、当該定義規定を引用する

箇所に所要の整備を行う。 

 

３ 施行日 

  公布の日 

 



議
案
第
七
十
八
号 

 
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援 

 
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
ｄ
ｄ

め
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
条
例

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
九
月
三
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
」
を
「
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一

号
イ
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
） 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
） 

第
十
条 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ

る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五

条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予

防
支
援
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
省
令
第
百
四
十

条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）
の
議
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
条 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ

る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五

条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予

防
支
援
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
省
令
第
百
四
十

条
の
六
十
六
第
一
号
イ 

 

に
規
定
す
る
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）
の
議
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

8



 

議案第７８号 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例中一

部改正の件 

 

 

１ 目的 

   指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働

省令第三十七号）の一部改正に伴い、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

    介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）の改正により、地域包

括支援センター運営協議会の定義規定が介護保険法施行規則第１４０条の６６第

１号ロ（２）から同号イに移り、当該定義規定を引用する指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十七号）も同様の

改正がなされた。 

   これを受け、当該定義規定を引用する当該条例（第１０条）についても改正を行

う。 

 

３ 施行日 

  公布の日 



議
案
第
七
十
九
号 

 
宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
六
年
九
月
三
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

  

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
三
月
」
の
下
に
「
（
た
だ
し
、
急
患
等
と
し
て
保
険
医
療
機
関
又
は

保
険
薬
局
を
受
診
し
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
資
力
の
活
用
が
可
能
と

な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て
最
長
一
年
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
四
条
中
「
第
九
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
又
は

同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ

な
い
」
を
「
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
保
険
料
の
う
ち
令
和
六
年
十
二
月
以

後
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

六
年
度
分
の
保
険
料
の
う
ち
令
和
六
年
十
一
月
以
前
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
五
年
度
以

前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
九
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
保
険
料
の
徴
収
猶
予
の
見
直
し
、

被
保
険
者
証
の
廃
止
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 
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こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

1
0



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
保
険
料
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
） 

（
保
険
料
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
） 

第
二
十
三
条 

市
長
は
、
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う

ち
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
、
保
険

料
を
減
免
し
、
又
は
三
月
（
た
だ
し
、
急
患
等
と

し
て
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
受
診
し
た

被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、

資
力
の
活
用
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て

最
長
一
年
）
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
納
付

期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
三
条 

市
長
は
、
保
険
料
の
納
付
義
務
者
で
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
う

ち
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
、
保
険

料
を
減
免
し
、
又
は
三
月
（
た
だ
し
、
急
患
等
と

し
て
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
受
診
し
た

被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、

資
力
の
活
用
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て

最
長
一
年
）
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
納
付

期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
過
料
処
分
） 

（
過
料
処
分
） 

第
二
十
四
条 

世
帯
主
が
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
又
は
同
条
第
三
項
若

し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返

還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
十

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

第
二
十
四
条 

世
帯
主
が
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚

偽
の
届
出
を
し
た
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

場
合
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
場
合
は
、
十

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

 

1
1



議案第 79 号 宇部市国民健康保険条例中一部改正の件 説明資料 

 

１ 改正趣旨 
 
(1) 国民健康保険法及び同法施行令の一部改正に伴う所要の整備 

(2) 厚生労働省からの通知に伴う所要の整備 

 

２ 改正内容 
 
(1) 国民健康保険法及び同法施行令の一部改正関係（第 24 条） 

被保険者証が廃止されることに伴い、被保険者証及びこれに関連する規定を

削除するもの 
 
(2) 厚生労働省からの通知関係（第 23 条） 

条例上の「徴収猶予」の規定においては、特別の事情がある保険料の納付義

務者に対する徴収猶予期間は、現行では「3 月を超えない」とされているとこ

ろ、認知症などで判断能力が不十分かつ身寄りの有無が判明できない方が、急

患等として医療機関を受診し、即時入院等が必要な場合等においては、本人の

資力の有無が判明し、かつ、本人の資力が活用可能となるまでの間、保険料の

徴収猶予期間を「最長 1 年」とする例外規定を設けるもの 

 

３ 施行期日 
 

令和 6 年 12 月 2 日（附則第 1 項）（改正国民健康保険法の施行期日と同日） 

 

４ 経過措置 
 

施行日前の取扱いについては、従前どおりとする経過措置規定を設ける。（附則

第 2 項及び第 3 項） 

 



令和６年９月議会 文教民生委員会 

（報告事項）宇部市地域自立支援協議会の開催状況について 

 

健康福祉部 障害福祉課 

 

令和６年度第１回 宇部市地域自立支援協議会 

日 時：令和６年７月３１日（水） １８：３０～２０：１０ 

会 場：宇部市役所３階 ３－４会議室 

出席者：委員１７名（欠席２名） 

 健康福祉部長ほか事務局 

 

【報告】 

１ 専門部会報告 

２ 令和６年度の新たな取組 

 (1) 発達障害支援体制の構築 

(2) うべあんしんおでかけマップ作成 

(3) 山口宇部ふれあい公園インクルーシブ大型遊具活用 

 

【議事】 

１ 地域課題への提案 

「介護者の高齢化や急な入院・疾病等による緊急時の短期入所の受入について」 

 

① 提案理由 

緊急時に短期入所の利用が困難なケースがあるため、より適切な障害者安心緊

急支援事業（緊急ショート）のあり方や緊急時の短期入所の受入れ体制の確保・

利用調整についての方策が検討できないか。 

 

② 現行の制度（短期入所） 

(1) 短期入所 

障害者総合支援法に規定された障害福祉サービス。障害支援区分１以上の在

宅の障害者で、短期入所の支給決定を受けている人。 

  (2) 障害者安心緊急支援事業（緊急ショート） 

    本市独自の事業。障害者安心施策の１つとして平成２７年度から実施。本人

の主たる介護者が疾病等の理由で、介護を求めることができる親族等がいない

場合等に利用が可能。ただし、短期入所の支給決定を受けている人は対象外。 

 



③ 相談支援部会の意見 

（短期入所） 

・短期入所事業所はあるが、空きがないため利用ができない。 

・事前に見学や利用がないと緊急時に利用できないことが多い。 

・障害特性、支援の必要性等の条件によって対応できる施設が限られる。 

（緊急ショート） 

・常時１床を確保しているが、要件により利用できないケースがある。 

 

④ 今後の方向性 

 緊急時の対応については、障害のある方が地域で安心して生活していくうえで、

非常に重要。この課題については、引き続き検討していく。 



地域課題の提案  

地域課題の具体的解決方策の検討 事例等から求められ
る課題抽出 

ニーズや課題、
困難ケース等 

地域課題の解決のための検討  

               

≪宇部市地域自立支援協議会体制図≫

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【代表者会議】 宇部市地域自立支援協議会 年２～３回開催 

【事務局会議】  年６回程度開催 

各専門部会長・各専門部会事務局・社会福祉協議会・

基幹相談（障害福祉課） 

※会議内容により、必要に応じて関係機関等が参加  

   

個 別 支 援 会 議  等 

【こども支援部会】 

障害児やその家族に関す

ること 

【相談支援部会】  

相談支援に関すること 

 

【就労支援部会】 

障害者の就労支援に関す

ること  

【地域生活部会】  

地域での生活に関すること 

 

専

門

部

会 

 

【実務者会議】 
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第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
十
人
」
を
「
十
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
十

人
」
を
「
二
十
五
人
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
第
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項
第
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号
中
「
二
十
人
」
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「
十
五
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」
に
改
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、
同
項
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四
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中
「
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「
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め
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第
四
十
四
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第
二
項
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項
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四
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中
「
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」
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「
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十
五
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第
四
十
七
条
第
二
項
第
三
号
中
「
二
十
人
」
を
「
十
五
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
十

人
」
を
「
二
十
五
人
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
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行
の
日
か
ら
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宇
部
市
家
庭
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保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
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る
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下
こ
の
項
に
お
い
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「
改
正
後
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条
例
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と
い
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。
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十
九
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一
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四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
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項

の
規
定
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適
用
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つ
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条
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十
九
条
第
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項
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三
号
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三
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中
「
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五
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項
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四
号
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三
十
一
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び
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中
「
二
十
五
人
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あ
る
の
は
「
三
十
人
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す
る
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十
一
号
）
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部
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職
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配
置
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見
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す
も
の
で
あ
る
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例
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す
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。 
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KIBE

ONO

MAGURA

FUNAKI FUTAMATASE

KOTOU

NISHIUBE

KOUNAN

KUROISHI

HARA

FUJIYAMA

KAWAKAMI
HIGASHIKIWA

NISHIKIWA
KAMIUBE

OBAYAMA

UNNOSHIMA

SHINKAWA
KAMIHARA

KOTOSHIBA

TOKIWA

MISAKI

ONDAMIZOBE

主催／宇部市教育委員会

〈事業受託者〉 学校法人 ＹＩＣ学院　〒754-0011　山口県山口市小郡御幸町6番 1号　　　　TEL 083-976-8355〈事業受託者〉 学校法人 ＹＩＣ学院　〒754-0011　山口県山口市小郡御幸町6番 1号　　　　TEL 083-976-8355

知らなかった魅力が
見つかるかも！

宇部市内の企業・団体が大集合！
色々な職業を体験して、自分のみらいへ歩き出そう！！

宇部にはどんな
企業がある？

参加企業・団体体験内容参加企業・団体体験内容参加企業・団体体験内容参加企業・団体体験内容

学校名

名　前

102
3水 木

2024

9：30
～15

：30

宇部市
俵田翁

記念体
育館

（アリ
ーナ・

ステー
ジ）

宇部市
恩田町

四丁目
1番 1

号

30
社の企

業・団体が出展！

01 一般社団法人
日本塗装工業会山口県支部

専用ローラーを使って木目を
描く

03 宇部市教育委員会
学校教育課

02 山口県赤間硯生産協同組合

赤間硯職人になりきってみよう!!

04 一般社団法人
山口県理学療法士会

「理学療法士」の仕事を体験しよう
～筋力測定 & テーピング～

06 国際ホテル宇部

ホテルレストランサービスプチ
体験

05 宇部工業株式会社

コンバー（水陸両用作業船）に
乗ってみよう！

07 ジュラーレツルヤ宇部店

結婚式の時に着るウエディングドレス・タキシ
ードをステキにコーディネートするフィッテング
体験をしてみましょう。

09 公益社団法人
山口県看護協会

「看護のお仕事」を体験してみよう！

08 ときわ動物園

動物園の飼育員＆獣医のお仕事
体験

10 （株）ジーマエンタープライズ
ワイズヘアーグループ

美容師さんになってみよう！！！

12 株式会社伸和精工

世界にひとつだけの記念プレー
トの製作

11 日本航空株式会社

JAL空港旅客スタッフのお仕事
体験！

13 株式会社New Space 
Intelligence

15 独立行政法人国際協力機構
（JICA）中国センター

外国人の気持ちを疑似体験しよう！
with JICA海外協力隊

14 株式会社
ダイテック・宇部事業所

【感電デバイス】UNAGIの体
験をしてみよう

16 株式会社
北九州ニッスイ宇部工場

18 社会福祉法人むべの里光栄17 UBE株式会社

化学研究者の仕事体験
～燃料電池を作ろう！～

19 中国電力ネットワーク（株）
宇部ネットワークセンター

中国電力ネットワークの仕事を
体験してみよう！

21 宇部・山陽小野田消防局

救急現場活動を体験しよう!!

20 株式会社
ファーストリテイリング

ユニクロ・ジーユーの服でコー
ディネートを組んでみよう！

22 一般社団法人山口県自動車
整備振興会宇部支部

●タイヤ脱着体験！
●動画でクルマを知ろう！
　「てんけんくん号」を組み立てよう！

24 株式会社西京銀行宇部支店23 宇部警察署

見た目は警察官！指紋を探して
犯人を突き止めよう

25 株式会社レノファ山口 27 株式会社
フジシールウエスト

オリジナルシュリンクラベル
（ペットボトルラベル）の製造体験

26 宇部市内郵便局

郵便局を再発見！～150年の
歴史とミライを知ろう～

28 ティーエスアルフレッサ
株式会社

30 国土交通省 中国地方整備局 
宇部港湾・空港整備事務所

29 株式会社宇部日報社

新聞記者、紙面づくりにチャレ
ンジ！



トイレへ トイレへ
入口 出口

屋外車両展示場

救護室

屋外車両展示会場へ

トイレトイレ

受 付

ステージ

1
一般社団法人
日本塗装工業会
山口県支部

18
社会福祉法人
むべの里光栄

19
中国電力

ネットワーク（株）
宇部ネットワーク
センター

20

ティーエス
アルフレッサ
株式会社

23
宇部警察署

24
株式会社
西京銀行
宇部支店

27
株式会社

フジシールウエスト

29
株式会社
宇部日報社

30
国土交通省
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26
宇部市内
郵便局
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株式会社
ファースト
リテイリング

22
一般社団法人
山口県自動車整備振興会
宇部支部

6
国際ホテル
宇部

12

株式会社
New Space
Intelligence

17
UBE株式会社

16
株式会社

北九州ニッスイ
宇部工場

15

株式会社
ダイテック・
宇部事業所

14

独立行政法人
国際協力機構（JICA）
中国センター

7
ジュラーレツルヤ
宇部店

13

9
公益社団法人
山口県
看護協会

11
日本航空株式会社

株式会社
伸和精工

10
株式会社

ジーマエンタープライズ
ワイズ

ヘアーグループ

8
ときわ動物園

2
山口県赤間硯
生産協同組合

3
宇部市
教育委員会
学校教育課

5
宇部工業
株式会社

4
一般社団法人
山口県

理学療法士会

5
宇部工業
株式会社

23
宇部警察署

 

屋外展示場
に

特別車両を

展示してお
ります！

ぜひきてね
！

memo

30の企業・
団体ブー

スで

仕事体験
をしてみ

よう！


